
配信期間 テーマ （各回約90分） 講師

2026年
6/12(金）～
6/25(木)

【法定研修】 【情報公表対象研修】

感染症の予防、まん延防止（食中毒）とＢ
ＣＰ～感染させないための日々の対策のポイント～

株式会社アポロ・サンズHD 
看護部部長 木本明恵 氏

感染症の予防、まん延防止に関する研修では、基準省令で示されている「感染対策の内容等」に基づき、感染症のまん延防止
を目的として、基礎知識等を理解し、感染症の予防策及び早期発見について「感染の定義」「予防策」「食中毒」「感染症の
BCP」などの内容をもとに、介護現場での感染させないための対策のポイントを学びます。

8/18(火)～
8/31(月)

【法定研修】 【情報公表対象研修】

介護事業所の災害時のBCP
～個々の対応と組織としての対応・対策のポイント〜

跡見学園女子大学
観光コミュニティ学部
教授 鍵屋一 氏

災害時のBCPに関する研修では、基準省令で示されているBCPや、平常時及び緊急時の対応に基づき、災害とは何か、災害
に関する基本的な知識、個人及び施設・事業所における災害への備え（BCP、安全管理）、災害発生時の初動対応と中長期的
な対応について、「過去の災害事例と脆弱化した社会」「災害に備えられない真の原因」「福祉BCPの狙いと重要項目」「BCP
の実効性を高めるマネジメント」「災害救助法等の改正と福祉」等の内容をもとに、災害時の対応・対策のポイントを学びます。

11/12(木)〜
11/25(水)

【法定研修】 【情報公表対象研修】

虐待防止の徹底
～未然に防ぎ組織で取り組もう～

社会福祉法人小田原福祉会理事
特別養護老人ホーム潤生園
施設長 井口健一郎 氏

虐待の防止に関する研修では、基準省令で示されている各介護事業所が整備する必要のある「虐待防止のための指針」を策
定するための項目など、「虐待の定義」「法的理解と倫理的責任の再確認」「現場での早期発見・通報・記録の実践力」「チームで
支えあう職場文化」の内容をもとに、高齢者虐待の考え方や虐待が発生した場合の対応に必要な知識・技術を学び、虐待を無
くすための対応についてのポイントを学びます。

2027年
1/14(木)〜
1/27(水)

【法定研修】 【情報公表対象研修】

身体拘束の適正化
～ケアで考える、対応と再発防止のポイント～

社会福祉法人みどりの風
法人本部副本部長
武藤とみ子 氏

身体拘束適正化に関する研修では、基準省令で示されている介護事業所が整備する必要のある「身体的拘束等の適正化のた
めの指針」を策定するための項目など、「身体拘束の基本的理解」「身体拘束がもたらす影響」「法令・指針と「緊急やむを得な
い場合」の捉え方」「身体拘束の適正化に関する理解」「身体拘束をしないためのケアの実践」の内容をもとに、対応と再発の
防止のポイントを学びます。

3/11(木)～
3/24(水)

【法定研修】 【情報公表対象研修】

介護事故の防止と発生時の対応
～ヒヤリ・ハットとチーム連携～

株式会社NextCareConsulting
代表取締役社長 柳沼亮一 氏

事故発生、再発防止に関する研修では、基準省令で示されている「事故発生の防止のための指針」を策定するための項目など、
利用者を事故から守り、ケアの質の向上を目的として、「介護現場におけるリスク」「PDCAサイクルを利用したマネジメントプ
ロセス」「客観的に自らの支援方法を見直す必要性」などの内容をもとに、基本的知識や対応のポイントについて学びます。

受講料（税込）
※受講料のお振込みが６/１２までに
完了した方が対象

一般 賛助会員

14，0００円 / 1名あたり
（一括払いのみ）

10,000円 / 1名あたり
（一括払いのみ）

動画配信 期間中24時間視聴可

• 配信時間（各回共）  配信開始日１０時から 配信終了日１７時まで
• 配信期間中は、24時間視聴可能です。 ただし、終了日は17時をもって配信終了となるため、17時までに完了でき

るようご視聴ください。 セミナーは90分程度です。

令和８年度

全国共通WEBセミナーのご案内
法定研修シリーズ５本セット

【法定研修】 介護保険法に係る基準省令（平成11年3月31日付け厚生省令第37号等）に準拠した研修
【情報公表対象研修】 介護サービス情報の公表制度における報告対象に相応しいとした研修

【お申込み・お問い合わせ】

公益財団法人介護労働安定センター三重支部
〒５１４-０００９ 三重県津市羽所町５１３ サンヒルズ２階
TEL：０５９-２２５-５６２３ FAX：０５９-２５３-１１１９
https://www.kaigo-center.or.jp/

見本

※基準省令で定められているＢＣＰに関する研修は「感染症の予防、まん延防止（食中毒）と「災害時の対応」をセットで受講する必要があります。
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